
 一般事業主行動計画 

            学校法人 芦屋学園 

 

教職員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての教職員がその能力を十分に発

揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間  2025年 ４月 １日～ 20３０年  ３月  ３１日までの ５年間 

 

２．内容 

 

目標１：計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上とする。 

男性教職員・・・取得率１０％以上 

＜対策＞ 

 ●２０２５年 ４月～ 

・各職場における休業者の業務カバー体制を検討する。 

（代替要員の確保、業務体制の見直し、複数担当者制、多能工化など） 

・教職員に出産・育児支援制度等について周知するとともに、両立支援に対する意識を 

高める。 

 

 

目標２：全教職員の時間外・休日労働時間の平均を各月 30時間未満とする。 

    特に事務職員については、業務効率化を進め、時間外・休日労働時間を    

各月 2５時間未満に抑えることを目指す。 

＜対策＞ 

 ●２０２５年 ４月～ 

 ・業務量の見直し、役割分担、事務の効率化などに努める。 

・各部署における問題点の検討、及び意見交換会を実施する。 

 ・業務分担や文書管理を整備し、体制の明確化を進める。 

 

 

目標３：年次有給休暇の取得率を一人あたり年間平均 70％以上とする。 

＜対策＞ 

 ●２０２５年 ４月～ 

 ・年次有給休暇の取得状況を管理職へ周知し、取得しやすい環境を整備する。 

 ・計画的な取得を促進する。 


